
青梅市立学校における就学指定校の変更に関する取扱要

綱  

 

１ 趣旨  

この要綱は、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第８

条にもとづく就学指定校変更の要件および手続に関し必要な事項

を定めるものとする。  

２ 定義  

この要綱において、「就学指定校」とは、青梅市立学校の通学区域に

関する規則（平成１６年教育委員会規則第１４号）第３条の規定によ

り青梅市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が指定する青梅市

立小学校または中学校（以下「市立学校」という。）をいう。  

３ 変更の要件  

教育委員会は、保護者の申立ての内容が別表に掲げる事由に該当し、

かつ、次に掲げる条件をすべて満たす場合は、就学指定校を変更する

ことができる。  

(1)  就学を希望する市立学校の施設、設備、学級状況等に応じ、受入

可能な児童数または生徒数の範囲内であること。  

(2)  当該保護者が次に掲げる事項について承諾していること。  

ア 保護者の責任において児童・生徒の通学の安全を期すること。  

イ 変更期間終了後は、変更前の就学指定校に就学すること。  

ウ 通学にかかる経費は、すべて保護者が負担すること。  

エ 通学は、公共交通機関、徒歩または保護者の送迎により行うこ

ととし、自転車による通学は、行わないこと。  

オ 変更し就学した学校において、変更事由の対象となった状態が

必ず継続するものではないこと。  

４ 変更の申立て  

就学指定校変更の申立ては、指定校変更願（別記様式）に別表に掲

げる必要書類を添付して教育委員会に提出することにより行うものと

する。  

５ 審査等  



教育委員会は、前項の申立てがあったときは、その内容を審査し、

就学指定校変更の可否について申立者に通知するものとする。  

６ 就学校への通知  

教育委員会は、就学指定校を変更したときは、当該学校に変更の旨

を通知するものとする。  

７ 届出  

保護者は、第４項の申立内容に変更があったときは、速やかにその

旨を教育委員会に届け出るとともに、教育委員会の指示に従うものと

する。  

８ その他  

この要綱に定めるもののほか、就学指定校の変更に関し必要な事項

は、教育委員会が別に定める。  

９ 実施期日  

この要綱は、平成１９年１０月１日から実施し、平成２０年４月１

日以後の入学または転入学から適用する。  

10 経過措置  

この要綱の一部改正は、平成２０年１２月 1 日から実施し、平成  

２１年４月１日以後の入学または転入学から適用する。  



別表（第３項・第４項関係）  

事 由  内 容 対 象 学 年 変 更 期 間  添 付 書 類

１  身 体

的 理 由

に よ る

場合  

身体上の理由により、指定され

た学校への通学が困難または不都

合と認められるとき。  

小 中 学 校 の

全学年  

最 長 卒 業 ま

で  

医 師 の 診 断

書 、 身 体 障

害者手帳等

２  家 庭

的 事 情

に よ る

場合  

保護者が就労等の事由により、

放課後等における児童の保護監督

が著しく困難な状況で、別居の親

族等が保護監督を行う場合または

保護者勤務先等において保護受託

する場合であって、当該親族等の

住所または勤務先等の所在地を通

学区域とする小学校へ通学を希望

するとき。  

小 学 校 の 全

学年  

当 該 事 由 解

消まで  

保 護 者 全 員

の 就 労 証 明

書 お よ び 保

護 監 督 す る

者 (施設）の

受託証明書

(1 )  転居後も現に通学している学

校に引き続き通学を希望すると

き。  

最 長 卒 業 ま

で  

保 護 者 の 理

由書  

(2 )  住宅の建替え等により、一時

的に他の学区に転居するが、１

年以内に元の住所地に戻ること

が確実なため、元の住所地の学

校に引き続き通学を希望すると

き。  

最 長 １ 年 を

限度とし、

当該事由解

消まで  

建築確認通

知書、工事請

負契約書、建

物賃貸借契

約書等  

３  市 内

転 居 に

よ る 場

合  

(3 )  １年以内に、転居することが

確実なため、あらかじめ転居予

定地を通学区域とする学校に通

学を希望するとき。  

小 中 学 校 の

全学年  

最 長 １ 年 を

限度とし、

転居の日ま

で  

建 築 確 認 通

知書、工事請

負契約書、建

物 賃 貸 借 契

約書等  

４  地 域

的 事 情

自宅から指定校までの距離が、

最短距離隣接校までの距離のおお

小 学 校 の 全

学年。ただ

卒業まで  保 護 者 の 理

由 書および



に よ る

場合  

むね２倍以上ある場合で、最短距

離 隣 接 校 へ の 通 学 を 希 望 す る と

き。（新町小学校への変更を除く。）

し、入学ま

たは学区外

からの転居

時に限る。

念書  

5  小 規

模 特 別

認 定 校

制 度 に

よ る 場

合  

「青梅市立小規模特別認定校設

置要綱」にもとづき、小規模特別

認定校への入学・転学が認められ

たとき。  

各 年 度 ご と

に「小規模

特別認定校

児童・生徒

募集要項」

で定める。

卒業まで   

６  部 活

動 の 有

無 に よ

る場合  

指 定 校 に 希 望 す る 部 活 動 が な

く、当該部活動がある隣接中学校

に入学を希望する場合で、その部

活動の内容を１年以上継続的に行

っているとき。ただし、希望する

部活動が隣接校にない場合または

２校以上ある場合は、自宅からの

通学距離が最短の中学校とする。

中 学 校 の 全

学年。ただ

し、入学ま

たは市外か

らの転入時

に限る  

卒業まで  保 護 者 の 理

由 書および

念 書、在籍

学 校長の意

見 書、受入

れ 校での面

談 記録、部

活 動等の実

績調書  

(1 )  いじめ、不登校等学校生活に

起因して、在籍校に通学するこ

とが困難な状況であり転校する

ことが教育指導上必要であると

認められるとき。  

小 中 学 校 の

全学年  

 

当該理由解

消まで（毎

年度更新）  

相 談 機 関 ま

た は 医 療 機

関 の 意 見

書 、 校 長 の

事 実 確 認

書 、 保 護 者

の理由書  

７  教 育

的 配 慮

に よ る

場合  

(2 )  指定校を変更し通学、卒業し

た児童が中学入学の際、卒業し

た小学校の児童が通常進学する

中 学 校 へ の 入 学 を 希 望 す る と

き。ただし、当該小学校から通

中 学 校 入 学

時  

最 長 卒 業 ま

で  

なし  

 



常進学する中学校が複数校ある

場合は、通学距離が最短の中学

校とする。  

(3 )  兄 ま た は 姉 が 指 定 校 を 変 更

し、すでに通学している学校へ

の入学を希望するとき。  

小 中 学 校 の

全学年  

最 長 卒 業 ま

で  

なし  

 

８  そ の

他  

特別な理由があると教育委員会

が認める場合  

小 中 学 校 の

全学年  

必 要 と 認 め

られる期間  

教育委員会

が必要 と認

める書類  

 


